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　【目的】本報告は、１報･2報の続報として、庶民食生活の副菜がどのようなものであっ

たのかを検討しようとしたものである。資料として用いたおかず番付は、庶民の食生活実

態や食への願望を反映させつつ。流行や先端的情報を提供する役割も担っていた。つまり

これらの資料から現実把握と価値観の推測が可能ではないかと思われる。そこで３報では、

明治維新を契機としてもたらされた洋風の食品や料理が、どのような内容のものであった

のか、番付中にどのように位置づけられていたのか。食教育の視点から明らかにしたい。

　【方法】第2報で取り上げた９点のおかず番付のうち『和洋料理番附』に焦点をあてて、

東の方（和風）、西の方（洋風）に登場する食品および料理について、材料・調理法・調

理器具などの分析を行う。その結果をもとに、とくに洋風料理の内容・特徴・庶民食生活
に与えた教育的影響等について考察を試みる。

　【結果】『和洋料理番附』には合計433種類の食品・料理が収載されており、和洋の比

率は5 6. 4%。4 3. 6%と近接している。はじめて登場したにもかかわらず、洋風の
食品・食物は和風に劣らぬ種類の情報を提供しており、その特徴としては、動物性食品が

多いこと、生鮮食品の比率が高いこと、調理法が多様化してい､ることなどがあげられる。
番付に洋風食品・料理が登場したのは、新知識を求める庶民の願望によるものであり、異

文化接触と食教育の面から注目すべきことと思われる。
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　【目的】　西日本沿岸各地の海藻の食習慣を聞き取り調査し、その特徴を明らかにしてき

た。その中でm藻は日常食や行事食の食材料としてだけでなく、薬効を期待して使用する

事例が少なくなかった。そこで、我が国の伝統的食生活における民間薬としての海藻利用

の実態とその特徴を明確にすることを目的に本調査を実施した。

　【方法】　1985～1993年に実施した調査結果および昭和初期の庶民の食生活が記載された

　『日本の食生活全集』全48巻を主な資料として、海藻の薬効、使い方などを具体的に明ら

かにした。そして事例をもとに海藻の薬効を分類し、民間薬としての海藻の意義を探った。
　【結果】　①民間薬として、褐藻9種、紅藻11種、緑藻3種が使用されていた。②民間薬

としての海藻利用は、特定の病気や疾病に効く「医薬的意味をもつ薬効」、健康保持に利

用される「保健食」、精神面を含む「精神的意味をもつ薬効」に大別できた。③医薬的意

味をもつ薬効は、高血圧にネコンブ・マツモ・テングサ、糖尿病にコンブ、利尿にトリノ

アシ、下痢や冷え腹にシラモやイギスなどで、海藻成分を抽出して飲用する形態は少なく、

煮物、汁物、雑炊などの料理としての利用が主体であった。④保健食としては疲れをとる

イギス、胃腸を整えるテングサ、血をきれいにするムカデノリ料理などがあり、日常食、

労働食として食されるものであった。⑤精神的意味をもつ薬効は行事食にみられ、万病を

防ぐ七草粥のコンブ、病気をしない初節句のワカメ、疫病よけのヒジキなどであった。
　以上のように民間薬としての海藻利用は、日常食、行事食の中にみられ、食材料として

の海藻利用が、直接、健康管理につながる民間薬の意義をも持ち得ていたと言える。
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